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３ 後期高齢者医療特別会計の状況 

⑴ 款別歳入決算の前年度比較

款 
令和５年度 
決算額 （円） 

令和６年度 
決算額 （円） 

前年度比 
（円） （％） 

Ⓐ Ⓑ Ⓑ－Ⓐ Ⓑ／Ⓐ

後期高齢者医療保険料 867,154,900 1,019,524,100 152,369,200 117.6 

繰入金 791,602,413 892,472,958 100,870,545 112.7 

繰越金 32,881,350 11,888,310 △20,993,040 36.2 

諸収入 586,100 1,009,400 423,300 172.2 

合 計 1,692,224,763 1,924,894,768 232,670,005 113.7 

⑵ 款別歳出決算の前年度比較

款 
令和５年度 
決算額 （円） 

令和６年度 
決算額 （円） 

前年度比 
（円） （％） 

Ⓐ Ⓑ Ⓑ－Ⓐ Ⓑ／Ⓐ

総務費 7,155,703 6,852,120 △303,583 95.8 

後期高齢者医療広域連合
納付金 1,662,685,735 1,902,089,807 239,404,072 114.4 

諸支出金 10,495,015 958,500 △9,536,515 9.1 

合 計 1,680,336,453 1,909,900,427 229,563,974 113.7 
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⑶ 款別歳入決算の状況

款 

予算現額 

（円） 

調定額 

（円） 

収入済額（決算額） 

（円） 

Ⓐ Ⓑ Ⓒ 

後期高齢者医療保険料 1,010,224,000 1,031,385,900 1,019,524,100 

繰入金 896,455,000 892,472,958 892,472,958 

繰越金 11,888,000 11,888,310 11,888,310 

諸収入 717,000 1,009,400 1,009,400 

合 計 1,919,284,000 1,936,756,568 
1,924,894,768 

Ⓔ 

⑷ 保険料決算の状況

区 分 

予算現額 

（円） 

調定額 

（円） 

収入済額（決算額） 

（円） 

不納欠損額 

（円） 

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

現年度分 1,007,082,000 1,023,329,900 1,017,341,300 0 

滞納繰越分 3,142,000 8,056,000 2,182,800 2,662,900 

合 計 1,010,224,000 1,031,385,900 
1,019,524,100 

Ⓔ 
2,662,900 

⑸ 収入未済額の内容 （単位 円） 

区 分 後期高齢者医療保険料 

令 和 ６ 年 度 5,988,600 

令 和 ５ 年 度 3,164,800 

令 和 ４ 年 度 30,700 

令 和 ３ 年 度 14,800 

令 和 ２ 年 度以前 0 

合 計 9,198,900 
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不納欠損額 

（円） 

収入未済額 

（円） 

予算現額に対す 
る増減額（円） 

収入割合（％） 

対予算現額 対調定額 決算額構成比 

Ⓓ Ⓑ－Ⓒ－Ⓓ Ⓒ－Ⓐ Ⓒ／Ⓐ Ⓒ／Ⓑ Ⓒ／Ⓔ

2,662,900 9,198,900 9,300,100 100.9 98.8 53.0 

0 0 △3,982,042 99.6 100.0 46.4 

0 0 310 100.0 100.0 0.6 

0 0 292,400 140.8 100.0 0.0 

2,662,900 9,198,900 5,610,768 100.3 99.4 100.0 

収入未済額 

（円） 

決算額 
構成比 
（％） 

徴収率（過誤納金還付未済額を除く。） 
被保険者一人当たりの 

決算額 

（％） 前年度 対前年度 （円） 被保険者［令和
６年度末］ 

Ⓑ－Ⓒ－Ⓓ Ⓒ／Ⓔ Ⓒ／Ⓑ Ⓕ Ⓒ／Ⓑ－Ⓕ Ⓔ／Ⓗ Ⓗ 

5,988,600 99.79 99.35 99.43 △0.08 
107,658 9,470 人 

3,210,300 0.21 25.46 33.39 △7.93 

9,198,900 100.00 98.78 98.81 △0.03 
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⑹ 過誤納金還付未済額の内容 （単位 円） 

区 分 後期高齢者医療保険料 

令 和 ６ 年 度 768,900 

⑺ 不納欠損額の内容 （単位 円） 

区 分 後期高齢者医療保険料 

高齢者の医療の確保に関する法律第１６０

条 

41 人 
2,662,900 

高齢者の医療の確保に関する法律（抜粋） 

（時効）  

第１６０条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢

者医療給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から２年を経過したときは、時効によって

消滅する。 

２ 略 

⑻ 款別歳出決算の状況

款 

予算現額 

（円） 

支出済額（決算額） 翌年度繰越額 

（円） （円） 

Ⓐ Ⓑ Ⓒ 

総務費 14,415,000 6,852,120 0 

後期高齢者医療広域
連合納付金 1,903,152,000 1,902,089,807 0 

諸支出金 959,500 958,500 0 

予備費 757,500 0 0 

合 計 1,919,284,000 
1,909,900,427 

Ⓓ 
0 
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不用額 

（円） 

執行割合（％） 市民一人当たりの決算額 

対予算現額 決算額構成比 （円） 

Ⓐ－Ⓑ－Ⓒ Ⓑ／Ⓐ Ⓑ／Ⓓ Ⓑ／68,781 人 

7,562,880 47.5 0.4 100 

1,062,193 99.9 99.6 27,654 

1,000 99.9 0.0 14 

757,500 0.0 0.0 0 

9,383,573 99.5 100.0 
 

 
27,768 
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主管 

款  項  目  

事 業 名 後期高齢者医療事業 

決  算  額 

（前年度比） 財    源    内    訳 

1,909,900,427円 
（＋229,563,974 円）

国・県支出金 
使用料・手数

料 

分担金・負担

金・寄附金 
地 方 債 そ の 他 一般財源等 

0 円 0 円 0 円 0 円 1,708,386,158円 201,514,269 円 

市民一人当たり 

の決算額 

27,768 円  

（一般財源等ベース 493 円） 
単位決算額 

201,679 円  

（被保険者 9,470 人） 

保

険

年

金

課 

１ 事業目的 

高齢期における医療の確保を図るため、共同連帯の理念に基づき、適切な医療

の給付などを行い、もって保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図る。 

 

２ 事業内容 

市町村の事務として保険料の徴収、申請や届け出の受付、保険証等の引渡しな

どの窓口業務を行った。 

⑴ 被保険者数（令和７年３月末現在） 

区 分 対象者 

６５歳以上７５歳未満（一定の障害がある方） 271 人 

７５歳以上 9,199 人 

合 計 9,470 人 

⑵ 賦課徴収状況 

区 分 収入済額 

現年度分 
特別徴収 487,032,600 円 

普通徴収 530,308,700 円 

滞納繰越分 普通徴収 2,182,800 円 

合 計 1,019,524,100 円 

 ⑶ 保険給付 

区 分 件 数 事業費 

療養給付費 285,108 件 8,364,775,827 円 

療養費 8,984 件 121,347,446 円 

高額療養費 （再掲） 20,306 件 126,072,644 円 

合 計 294,092 件 8,612,195,917 円 

 ⑷ 葬祭費 

支給額 件 数 事業費 

50,000 円／件 590 件 29,500,000 円 

 ⑸ 傷病手当金 

区 分 件 数 事業費 

傷病手当金 0 件 0 円 

 

３ 事業成果 

愛知県を単位とした広域連合が保険料の賦課及び医療給付を行い、超高齢化社

会に備え財政基盤の安定化を図ることができた。 

 




